
アメリカ 愛犬と一緒にロサンゼルス旅程 6日間の行程(東京発着)
日次 スケジュール 朝 昼 夜

1日目 夕方 成田空港の動物検疫所にて動物輸出手続きを行って頂きます。 - - 機

成田空港発直行便でロサンゼルスへ。

日付変更線通過

07:30～ ロサンゼルス到着後、動物輸入手続きを行って頂きます。 機 × ×

バスにて市内観光へご案内致します。

11:30 サンタモニカのビーチを愛犬を連れて散歩できます。

映画の名所、ハリウッドハイランドを観光後、大型ペットショップへ

向かいます(滞在中のペット用品、フードを購入できます)

ホテルへご案内致します。

[ロサンゼルス泊]

2日目 09:00 バスにてビーチ沿いのドッグランへ。 × × ×

愛犬と一緒にドッグランでゆっくりお過ごし下さい。

15:00 ホテルへお送り致します。

[ロサンゼルス泊]

3日目 09:00 現地係員が愛犬をお預かりし、健康診断にお連れします。 × × ×

09:00 ディズニーランドの1日券をお渡し致しますので、お楽しみ下さい。

17:00 愛犬をホテルまでお送り致します。

[ロサンゼルス泊]

4日目 08:00 バスにて動物検疫所へ、輸出手続きにご案内致します。 × × ×

12:00 愛犬と一緒に買い物ができるセンチュリーシティーへご案内致します。

16:00 ホテルへお送り致します。

[ロサンゼルス泊]

5日目 10:00～ バスにてロサンゼルス空港へ。 × 機

13:10 ロサンゼルス空港発直行便で成田空港へ。

[機内泊]

6日目 午後 成田空港着。 機 -

通関後、解散。

※上記スケジュールは2009年12月現在のものであり、航空機・バス等交通機関の都合・天候・

　 現地事情により、旅程が変更になる場合がございます。

ツアー条件・詳細
■日本出発日

①2010年4月1日～4月20日：￥278,000

②2010年5月10日～6月30日 ：￥278,000

③2010年7月1日～7月16日 ：￥298,000

　 ※2名様1室利用時大人1名様料金。

　 ※別途、愛犬の航空運賃(09/12/25現在約￥65,000)が必要になります。

　 ※別途、燃油サーチャージ、米国出入国税及び成田空港利用料（09/10/20現在計約￥22,000）が

必要になります。

　 ※一人部屋利用時 ¥20,000追加となります。

　 ※愛犬の大きさは重量22kgまでとなります。(上回る犬種の場合は、別途ご相談下さい)

　 ※米国入国に際して電子渡航認証システム「ESTA」の申請が必要となります。 旅行企画・主催・お申し込み先
■利用航空会社： 日本航空、全日空、アメリカン航空、ユナイテッド航空、ノースウェスト・デルタ航空、 株式会社ボーダレス

大韓航空のいずれか エコノミークラス。 〒105-0004 東京都港区新橋2-2-5 丸山ビル3F

■最少催人員：2名 ■添乗員：同行しません 現地係員がご案内致します。 観光庁長官登録旅行業 第1605号

■食事条件：朝食0回、昼食0回、夕食0回（機内食除く） 電話：03-3539-5363(NaviTour)

■利用予定ホテル：シェラトンアナハイム(ロサンゼルス アナハイム) FAX：03-3539-5368

※バスタブがなくシャワーのみのお部屋になる場合がございます。 WEB：http://www.navitour.jp

※2名様のご利用でもダブルベッドが1台のみのお部屋になる場合がございます。 E-Mail：contact@navitour.jp

■愛犬の同行についての注意事項

　※ご出発前に個体識別の為のマイクロチップの挿入、予防接種が必要です。

　※動物輸出入に関わる書類の作成が必要になります。

　諸手続きに関して、詳しくはお問い合わせ下さい。

アメリカ
愛犬と一緒に海外へ「ロサンゼルス」



ご旅行条件(要約) ※お申し込み前に必ずお読み下さい。

ご旅行契約解除の日 取り消し手数料(お一人様)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼってピーク時・・・ご旅行代金の10%(5万円上限)

40日目にあたる日以降31日目にあたる日までピーク時以外・・・無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼってご旅行代金が30万円以上・・・・・・・・5万円

30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで ご旅行代金が15万円以上30万円未満・・・3万円

ご旅行代金が10万円以上15万円未満・・・2万円

ご旅行代金が10万円未満・・・ご旅行代金の20％

区分 申込金(お一人様) ご旅行開始日の前々日及び前日 ご旅行代金の30％ 

ご旅行代金が30万円以上 5万円以上、ご旅行代金まで ご旅行開始日当日 ご旅行代金の50％ 

ご旅行代金が15万円以上30万円未満 3万円以上、ご旅行代金まで ご旅行開始後または無連絡不参加 ご旅行代金の100％ 

ご旅行代金が15万円未満 2万円以上、ご旅行代金まで

お問い合わせ・お申し込み先
株式会社ボーダレス
〒105-0004 東京都港区新橋2-2-5 丸山ビル3F
観光庁長官登録旅行業 第1605号
電話：03-3539-5363(NaviTour)FAX：03-3539-5368
WEB：http://www.navitour.jp E-Mail：contact@navitour.jp

●1　募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ボーダレス（以下「当社」といいます。）が企画・募集・実施するものであり、この旅
行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになり
ます。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」といいます。）・本旅行
条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」
といいます。）によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約の
部によります。
(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス（以下
「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けま
す。
●2　旅行契約のお申し込み・ご予約
(1) 1.当社、2.旅行業法で規定された「受託営業所」（以下1.2.を併せて「当社ら」といいます。）のそれぞれに
おいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し
込みまたはご予約を承ります。
(2) ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいた
だきます。
(3) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを受け
付ける場合がございます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の
旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号（クレ
ジットカード番号）を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号
（クレジットカード番号）を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。
(4) 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」
のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。

但し、特定期間、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところにより
ます。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます
●3　お申し込み条件
(1) 旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします（但し一部のコースを
除きます。）。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、親権者の同意書が必要です。
(2) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬
使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可
能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございま
す。また、 お客様からのお申し出に基づき、 当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお
客様のご負担といたします。
●4　旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきま
す。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始
日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
●5　契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及
び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたは
ホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
(2) 当社らはあらかじめ本項（1）の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、最低限日
本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程
表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。（原則として旅行開始日の2週間前～7日前にはお
渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィークなど特定時期出発のコースの一部では旅
行開始日の間際にお渡しする場合がございます。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたしま
す。）但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行
開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
(3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び
当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代え
て、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その
場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
(4) 本項（3）の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていな
いときは、当社らの使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲
覧したことを確認いたします。
●6　お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代
金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を
差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際
の基準となります。
●7　旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。（コースにより等級が異なります。等級
が選択できるコースでは募集パンフレットまたはホームページに明示いたします。）
(2) 旅行日程に明示した送迎（空港・駅・埠頭と宿泊場所間）、都市間の移動のバス・車などの料金。
(3) 旅行日程に明示した観光の料金（バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など）。
(4) 旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金（募集パンフレット、ホームページなどに特
に別途の記載のない限り、2人部屋に2名様または3名様の宿泊を基準といたします。）。
(5) 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6) 1名様スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合は1名様20kgが原則となっております
が、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。）。手荷物の運送は当該運送機
関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポー
ターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合がございます。
(7) 添乗員同行コースの添乗員同行費用。
(8) 団体行動中のチップ。
上記（1）～（8）の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしませ
ん。
●8　旅行代金に含まれないもの
第7項の他は旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
(1) 超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）。
(2) クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質
の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
(3) 傷害、疾病に関する医療費など。
(4) 渡航手続諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金）。
(5) 日本国内の空港施設使用料（但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明
示した場合を除きます。）。
(6) 旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金（日本国内通行税を含
む。）（但し、募集パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。）。
(7) 運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージなど）。
(8) 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。
(9) 一人部屋を使用される場合の追加代金。
(10) 希望者のみが参加するオプショナルツアー（別途料金の小旅行）などの料金。
●9　旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、
官公署の命令、当初の運航（運行）計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ
速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日
程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変
更後に説明いたします。
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて
改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

●10　お客様の交替
(1）お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、こ
の場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、所定の用紙を当社らに提出していただきます。この際、交替に
要する手数料としてお客様1名様あたり1万円をお支払いいただきます（但し、取消料対象期間外の場合を
除きます。）。
(2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後旅行
契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。
なお、当社は、コース・時期などにより当該交替をお受けできない場合がございます。
●11　旅行契約の解除・払い戻し
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができま
す。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。
※取消料の対象となる旅行代金とは第6項の追加・割引代金を含めた「お支払い旅行代金」になります。
※コース又は、出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
 

ピーク時とは、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日をいいます。
(2)当社の解除権
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが
明らかになったとき。
b お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められる
とき。
d お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e お客様の数が募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は
ピーク時に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前
に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあ
たる日より前に旅行中止を通知いたします。
ｆ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し
得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、また
は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
●12　当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させた者（以下「手配代行者」といい
ます。）が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項（1）の責任を
負うものではございません。
a 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
b 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行
の中止。
c 官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。
d 自由行動中の事故。
e 食中毒。
f 盗難。
g 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の
短縮。
(3) 手荷物について生じた本項（1）の損害については、本項（1）の規定にかかわらず損害発生の翌日から
起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度（当社の故意
または重大な過失がある場合を除く）として賠償いたします。
●13　特別補償
(1) 当社は第19項（1）の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の
定めるところにより、当社が実施する海外募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激か
つ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、一定の保証金および見舞金を支払います。
●14　旅程保証
当社は、旅行行程内容の重要な変更が生じた場合は、約款の規定により変更補償金をお客様にお支払い
いたします。
変更補償金は、変更内容に応じて旅行代金の15%を上限と致します。
●15　お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないこ
とにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、 当社から提供される情報を活用し、 契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するように努めていただきます。
(3) お客様は、 旅行開始後に、 契約書面に記載された旅行サービスについて、 記載内容と異なるものと認
識したときは、 旅行地において速やかに当社、 当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を
お申し出ください。
●16　旅行条件の基準日について
この旅行条件は、2009年3月17日現在有効な料金、航空運賃、適用規制を基準として算出しております。
●17　個人情報のお取り扱いについて
旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、 お客様との間の連絡のために利
用させていただくほか、 お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサー
ビスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
●18　その他
(1) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客
様の責任で購入していただきます。
(2) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。




